（様式第６号）

障害者雇用支援資金承認申請書
令和　　年　　月　　日

広島市長　様

　　　　　　　　　　　取扱金融機関　住　所

名　称

氏名（代表者名）　　　　　　　　　　　　　　　
申　込　者　　住　所
名　称

                          　　　　　氏名（代表者名）　　　　　　　　　　　　　　　
　広島市中小企業融資制度要綱に基づく特別融資（障害者雇用支援資金）を実行したいので、関係書類を添えて申請します。

１　企業概要等

	法人設立又は

個人開業年月
	年　　　月

	資本金又は

出資金
	　　　　　　　　　　　　　千円

	従業員数
	　　　　　　　　　　　　　　人

	業種
	

	融資対象要件
	(下記のいずれかを○)

　(1)　新たに障害者を常用雇用するもの

　(2)　常用雇用している障害者の割合が法定雇用率の２倍であるもの

　(3)　障害者の雇用促進を図るための施設・設備の設置又は改善を行うもの

　(4)　職場適応援助者（ジョブコーチ）を配置するもの
(5)　「障害者雇用推進事業者認定制度」又は「広島市障害者就労支援モデル事業所認定・顕彰制度」の認定を受けたもの


２　資金使途及び資金調達方法等

	融資希望額
	千円
	借入希望時期
	　　　年　　月

	借入期間
	
	

	区分
	運転資金
	設備資金
	計

	資金使途
	
	
	

	資金調達方法
	本制度による借入
	千円
	千円
	千円

	
	他からの借入
	千円
	千円
	千円

	
	自己資金
	千円
	千円
	千円

	
	計
	千円
	千円
	千円


注)　資金使途については、別葉（任意様式）でも構いません｡

(1)　新たに障害者を常用雇用するもの

現在の障害者の雇用状況及び新規雇用計画

	区　分
	年　　月　　現在(注１)
	障　害　者　新　規　雇　用　計　画

	
	
	 年　　 月
	　　年　　 月
	　　年　　 月

	常用雇用労働者数　(注２)
	①　常用雇用労働者数（週３０時間以上）
	人
	人
	人
	人

	
	②　短時間労働者数（週２０時間以上３０時間未満）
	人
	人
	人
	人

	
	③　常用雇用労働者数
①＋②×１／２
	人
	人
	人
	人

	常用雇用障害者数　
(注２)
	④ 重度の身体障害者及び知的障害者数
	人
	人
	人
	人

	
	⑤ ④以外の身体障害者及び知的障害者数
	人
	人
	人
	人

	
	⑥ 精神障害者数
	人
	人
	人
	人

	
	⑦ 常用雇用障害者数　合計

④×２＋⑤＋⑥
	人
	人
	人
	人

	短時間雇用障害者数
（週２０時間以上３０
時間未満）（注３）
	⑧ 重度の身体障害者及び知的障害者数
	人
	人
	人
	人

	
	⑨ ⑧以外の身体障害者及び知的障害者数
	人
	人
	人
	人

	
	⑩ 精神障害者数
	人
	人
	人
	人

	
	⑪ 短時間雇用障害者数　合計　
⑧＋⑩＋⑨×１／２
	人
	人
	人
	人

	特定短時間雇用障害者数（週１０時間以上２０
時間未満）（注４）
	⑫ 重度の身体障害者及び知的障害者数
	人
	人
	人
	人

	
	⑬ 精神障害者数
	人
	人
	人
	人

	
	⑭ 特定短時間雇用障害者数　合計
（⑫＋⑬）×１／２
	人
	人
	人
	人

	⑮　常用雇用障害者数　⑦＋⑪＋⑭
	人
	人
	人
	人


　　　注１)　申請日の前月初日現在の状況を記入してください｡

　　　注２)　常用雇用労働者とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

　　　　　ア　雇用期間の定めなく雇用されている労働者

　　　　　イ　一定の雇用期間を定めて雇用されている労働者であって、雇用期間が反復更新され、過去１年を超える期間について引き続き雇用されている労働者

　　　　　ウ　雇い入れのときから１年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
　　　　　エ　日々雇用される労働者であって、雇用契約が日々更新されている労働者であり、かつ、過去１年を超える期間について引き続き雇用されている労働者又は雇い入れのときから１年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者（上記ウ同様）
　　　注３)　短時間雇用障害者とは、１週間の所定労働時間が当該事業所に雇用する常用雇用労働者の１週間の所定労働時間に比べて短く、かつ、２０時間以上３０時間未満である常用雇用障害者をいいます。
注４)　 特定短時間雇用障害者とは、１週間の所定労働時間が当該事業所に雇用する常用雇用労働者の１週間の所定労働時間に比べて短く、かつ、１０時間以上２０時間未満である常用雇用障害者をいいます。
注５)　③、⑪、⑭、⑮は小数点以下第１位まで記入してください。

(2)　常用雇用している障害者の割合が法定雇用率の２倍以上であるもの

現在の障害者の雇用状況　　　　　(　　年　　月　　日)

	①　常用雇用労働者数＋（短時間雇用障害者数×１／２）　計
　(注２)（注３）
	人

	常用雇用障害者数　
（週３０時間以上）(注２)
	②　重度の身体障害者及び知的障害者数
	人

	
	③　②以外の身体障害者及び知的障害者数
	人

	
	④　精神障害者数
	人

	
	⑤　常用雇用障害者数　計　【(②×２)＋③＋④】
	人

	短時間雇用障害者数　
（週２０時間以上
３０時間未満）(注３)
	⑥　重度の身体障害者及び知的障害者数
	人

	
	⑦　⑥以外の身体障害者及び知的障害者数
	人

	
	⑧　精神障害者数
	人

	
	⑨　短時間雇用障害者数　計　【⑥＋⑧＋⑦×１／２】
	人

	特定短時間雇用障害者数（週１０時間以上
２０時間未満（注４））
	⑩　重度の身体障害者及び知的障害者数
	人

	
	⑪　精神障害者数
	人

	
	⑫　特定短時間雇用障害者数　計【（⑩＋⑪）×１／２】
	人

	⑬　雇用障害者数　【⑤＋⑨＋⑫】
	人

	⑭　①－｛①×除外率（端数切り捨て）｝　(注５)
	人

	⑮　障害者雇用率　【⑬／⑭×１００】
	％


注１)　申請日の前月初日現在の状況を記入してください｡

　　　注２)　常用雇用労働者とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

　　　　　ア　雇用期間の定めなく雇用されている労働者

　　　　　イ　一定の雇用期間を定めて雇用されている労働者であって、雇用期間が反復更新され、過去１年を超える期間について引き続き雇用されている労働者

　　　　　ウ　雇い入れのときから１年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
　　　　　エ　日々雇用される労働者であって、雇用契約が日々更新されている労働者であり、かつ、過去１年を超える期間について引き続き雇用されている労働者又は雇い入れのときから１年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者（上記ウ同様）

　　　注３)　短時間雇用障害者とは、１週間の所定労働時間が当該事業所に雇用する常用雇用労働者の１週間の所定労働時間に比べて短く、かつ、２０時間以上３０時間未満である常用雇用障害者をいいます。
　　　注４）特定短時間雇用障害者とは、１週間の所定労働時間が当該事業所に雇用する常用労働者の１週間の所定労働時間に比べて短く、かつ、１０時間以上２０時間未満である常用雇用障害者をいいます。
　　　注５)　除外率とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則附則第１条の３に掲げる業種ごとの率をいいます。

　　　注６)　⑨、⑫、⑬、⑭は小数点以下第１位まで記入してください｡⑮は小数点以下第３位を四捨五入した数を記入してください。
(3)　障害者の雇用促進を図るための施設・設備の設置又は改善を行うもの

	計画内容


	

	施設・設備効果
	



〔提出書類〕

(1)　本申込書　２部

　(2)　住所・所在地を明らかにする書類

　　①　法人：会社の現在事項全部証明書（登記簿謄本等）又はその写し

　　②　組合：定款

　　③　個人：住民票、印鑑登録証明書、運転免許証等の書類で、住所が確認できるもの又はその写し

（市外在住の個人事業主、本社が市外の法人については、市内における事業活動の実態が確認できる書類）

　(3)　１年以上の業歴を明らかにする書類

　　①　法人及び組合：決算書〔１期分〕（決算期間が１年未満の場合は２期分）

　　②　個人：確定申告書（又はその控え）の写し〔１年分〕（事業期間が１年に満たない場合は２期分）

　(4)　許認可証等の写し（許認可等を要する業種に限る。）

　(5)　設備資金の借入の場合、契約書、見積書、仕様書等使途・金額がわかるもの

　(6)　融資対象要件(4)により申請する場合、次の事項を証明する書類の写し

　　①　障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第２０条の２の３第２項に規定する研修を修了したこと（第１号職場適応援助者）

　　②　障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第２０条の２の３第３項に規定する研修を修了したこと（第２号職場適応援助者）
　(7)  融資対象要件(5)により申請する場合、認定書又は認定通知書の写し

　(8)  暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書（様式第１６号）
　(9)　その他市が必要と認める資料

広島市中小企業融資制度要綱に基づく、特別融資（障害者雇用支援資金）について承認します｡


　





　　令和　　年　　月　　日





　　　　　　　　　　　　広　島　市　長　　　　　　　　　　　　　　印





（注）承認の有効期間は、承認日から起算して９０日とする。
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